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第１ 章 流域及び河川の概要 
 

（ 河川の概要）  

築地川及び汐留川は、 浜離宮恩賜庭園を 取り 囲む水域で、 汐留川水門や築地川水門、 防潮堤に

より 隅田川と 画さ れた水面積約 10. 3ha の湛水域である。  

築地川は大手門橋付近から 東京湾までの河川延長 0. 75kmの二級河川であり 、左岸側には築地市

場跡地、 右岸側には浜離宮恩賜庭園が位置し ている 。 汐留川は築地川と の境から 東京湾までの河

川延長 0. 90kmの二級河川であり 、 左岸側には浜離宮恩賜庭園、 右岸側には都道日本橋芝浦大森線

（ 以下、 海岸通り ）、 汐留第二ポンプ所等が位置し ている。  

築地川及び汐留川は流量配分を 持たない河川であり 、 全川が潮汐に応じ て水位が変動する感潮

河川である。 また、 港湾区域と 河川区域が重複する 共管区域と なっ ており 、 共管区域の一部が文

化財指定範囲と なっ ている。  

 

 

 

図１ －１   築地川及び汐留川位置図 

 

  

共管区域(河川・ 港湾) 

浜離宮恩賜庭園 

築地市場跡地 東京都 



 2

（ 地形・ 地質）  

築地川及び汐留川周辺は、 江戸時代から の整備により 遠浅の海を 埋め立てて形成さ れたも ので

あり 、 標高 A. P. +３ ～A. P. +５ ｍの低地帯に位置し ている。 地質は表層部に沖積層と 呼ばれる軟弱

な砂礫や砂、 シルト 等が厚く 堆積し ている。  

 

 

出典：「 東京の河川事業」、 令和３ 年３ 月 東京都建設局河川部 

図１ －２   地盤高図 

 
出典： 東京の自然史 講談社学術文庫 2082（ 2011）  

図１ －３  東京都心部( 山の手台地、 下町低地) の地形・ 地質の概略 
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（ 気候）  

築地川及び汐留川が位置する東京都区部の気候は、 夏は南東の季節風が吹き 蒸し 暑く 、 冬は乾

燥し た北から の季節風により 晴天の日が多く 寒い、 いわゆる太平洋側気候と なっ ている。  

平均年間降水量は 1991 年から 2020 年の平均で 1, 600mm程度であり 、 全国平均約 1, 700mmと 比

べると 降水量は少ない。 月別降水量は台風等の影響により ９ 、 10 月に多く なっ ている。  

東京における近年の年間平均気温は、16℃前後であり 、過去 100 年間で３ ℃程度上昇し ている。

特に夏場の最高気温が 30℃を 超える回数が顕著に増加し 、 都市域独特の局地気候であるヒ ート ア

イ ラ ンド 現象も 出現し ている。  

近年、 こ のよう な現象が発生要因の一つと 考えら れる局地的な集中豪雨が増えている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： 気象庁ホームページ（ 図１ ―４ ～図１ ―６ ）    

「 激甚化する豪雨から 東京を守る！河川整備 区部時間 75 ミ リ ・ 多摩部時間 65 ミ リ

に対応し た中小河川整備 令和元年 10 月 東京都建設局」 を基に作成( 図１ －７ )  
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図１ －４  東京の月平均気温と 気温の変化

( 1991～2020 年)  

図１ －５  東京の年間降水量と  

年最大時間雨量の経年変化( 1960～2020 年)  

図１ －６  東京の年平均気温の経年変化( 1905～2020 年)  

図１ －７  １ 時間 50mm又は 24 時間 152 ミ リ を 超過する発生要因別降雨数の経年変化 

（ 昭和 55 年～令和元年（ 過去 40 年間））  
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（ 人口）  

築地川及び汐留川は流域を も たない河川であるため、 人口については流域人口ではなく 、 沿川

町丁別の人口を 示す。 沿川には、 港区海岸一丁目、 東新橋一丁目、 中央区銀座八丁目、 築地五丁

目が位置し ている 。  

沿川人口は、 東京臨海新交通臨海線（ ゆり かも め） 竹芝駅（ 平成７ 年） や都営地下鉄大江戸線

汐留駅（ 平成 14 年） の開業等によ り 平成 10 年代に急速に増加し ており 、 平成 27 年時点で夜間人

口は約 4, 500 人と なっ ている。 なお、 昼間人口は約９ 万人と なっ ており 、 夜間人口の約 20 倍と な

っ ている。  

築地川及び汐留川周辺の人口は、 再開発等により 夜間人口、 昼間人口と も に増加し ている。 今

後、 築地市場跡地の再開発等が実現すると 更なる人口増加が予想さ れる。  

 

 

出典： 国勢調査各年    

図１ －８   築地川・ 汐留川周辺の夜間人口 

  

出典： 国勢調査各年    

図１ －９ 築地川・ 汐留川周辺の昼間人口 
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（ 産業）  

築地川及び汐留川の沿川の事業所数及び従業者数は、築地市場移転前の平成 27 年時点でそれぞ

れ約３ 千事業所、従業員数は約 14 万人と なっ ている。事業所数の内訳と し ては、卸売業・ 小売業、

宿泊業・ 飲食サービス業が多く 、 従業者数は、 卸売・ 小売業、 情報通信業、 学術研究・ 専門・ 技術

サービス業が多い。  

 

表１ －１   築地川・ 汐留川周辺地区の事業所数と 従業者数 

 
出典：「 平成 28 年経済センサス」 総務省統計局 

 

 

 

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数

A～B 農林漁業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 鉱業， 採石業， 砂利採取業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 建設業 5 149 14 531 14 107 3 633 36 1,420

E 製造業 13 1,274 11 334 19 114 19 284 62 2,006

F 電気・ ガス ・ 熱供給・ 水道業 2 98 5 3,554 0 0 0 0 7 3,652

G 情報通信業 60 17,198 32 4,796 77 1,956 26 4,901 195 28,851

H 運輸業， 郵便業 23 2,683 21 881 9 1,319 14 498 67 5,381

I 卸売業， 小売業 86 18,780 65 3,814 214 4,840 736 9,733 1,101 37,167

J 金融業， 保険業 16 163 9 1,162 7 194 9 168 41 1,687

K  不動産業， 物品賃貸業 12 69 26 160 112 3,517 8 58 158 3,804

L 学術研究， 専門・ 技術サービ ス 業 32 7,212 34 1,122 121 2,918 8 629 195 11,881

M 宿泊業， 飲食サービ ス 業 98 2,564 53 1,182 664 6,965 55 444 870 11,155

N 生活関連サービ ス 業， 娯楽業 19 231 17 227 56 700 6 31 98 1,189

O 教育， 学習支援業 7 67 5 348 8 40 1 4 21 459

P 医療， 福祉 22 239 13 129 27 205 10 3,368 72 3,941

Q 複合サービ ス 事業 2 14 1 6 0 0 2 30 5 50

R サービ ス 業（ 他に分類さ れな いも の） 47 1,661 53 1,269 80 23,859 47 942 227 27,731

S 公務（ 他に分類さ れる も のを 除く ）

合計 444 52,402 359 19,515 1,408 46,734 944 21,723 3,155 140,374

合計中央区築地五丁目
産業分類

港区東新橋一丁目 港区海岸一丁目 中央区銀座八丁目



 6

 

出典：「 平成 28 年経済センサス」 総務省統計局より 作成 

図１ －10  築地川・ 汐留川周辺の産業分類別事業所数 

 

出典：「 平成 28 年経済センサス」 総務省統計局より 作成 

図１ －11  築地川・ 汐留川周辺の産業分類別従業員数 
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（ 土地利用）  

築地川及び汐留川の沿川では、 開発により 100mを 超える高層ビルが多く 建ち並んでいる。 具体

的には、 こ れまでに汐留川右岸側では、 上流側の旧汐留貨物跡地で再開発が進めら れたほか、 下

流側の竹芝地区で水辺を 活かし た複合型まちづく り が進めら れた。 また、 築地川の左岸側では、

現在築地市場跡地のまちづく り に向けて検討が進めら れている。  

一方で、 築地川及び汐留川は浜離宮恩賜庭園を 取り 囲む水域で、 庭園の周囲には外周植栽があ

り 、 都会の貴重な緑地スペースと し て残さ れている。  

 

 

出典：「 土地区画整理事業 汐留地区 事業の目的」 東京都都市整備局 

写真１ －１  築地川・ 汐留川周辺の空中写真 
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（ 交通）  

築地川及び汐留川は、 東京の中心部である中央区と 港区に位置し ており 、 数多く の道路や鉄道

が通っ ている。 周辺の主な道路と し ては、 築地市場跡地を 横断する環状２ 号線や、 汐留川の上流

部と 平行し て首都高速都心環状線や東京高速道路、 海岸通り 等が通っ ている。 周辺の鉄道につい

ては、 東京臨海新交通臨海線（ ゆり かも め） や JR山手線等のほか、 地下部分には都営地下鉄大江

戸線が通っ ている 。  

また、 汐留川の最下流部には船着場が整備さ れており 、 浅草や豊洲、 お台場、 葛西等の間で定

期船が運航し ている。  

 

（ 歴史）  

築地川及び汐留川周辺は、 銀座を はじ め日本有数の繁華街と し て知ら れているが、 天正 18 年

( 1590 年) に徳川家康が江戸へ入城し た頃は、丸の内辺り は、葦の生えた入り 江であっ た。その後、

江戸城と 外堀内の整備が行われ、 慶長８ 年( 1603 年) 江戸幕府開幕と と も に江戸の町割が始まり 、

神田山( 駿河台) の土を 掘り く ずし て豊島の洲崎（ 現在の中央区南部一帯） が埋め立てら れ、 浜町

の辺り から 南新橋に至る隅田川に沿っ た一帯ができ あがっ ていっ た。 寛永の頃にはお手伝い普請

による大規模な石垣の構築、 埋め立てが行われ、 現在の汐留川付近まで整備さ れた。  

築地川は、 江戸の整備が概ね完了し た頃の明暦３ 年( 1657 年) の大火災後に埋め立てら れた三十

間堀の海岸側に位置する築地を 囲む堀であっ た。 その後、 高速道路の建設のため、 水面の一部を

残し て埋め立てら れ、 現在は築地市場跡地と 浜離宮の間に水面が残るだけと なっ ている。  

汐留川は、 慶長 11 年（ 1606 年） に日比谷入江（ 現在の丸の内から 新橋の一帯） の埋立てに伴

い、 外濠と と も に造ら れた。 その後、 昭和 29 年から 昭和 38 年にかけて、 ５ 区画に分けて埋め立

てら れ、 現在の姿になっ ている。  

 

       

出典：「 江戸はこ う し て作ら れた」 ちく ま学芸文庫 

図１ －12 寛永 13 年( 1636 年) 年頃の江戸 
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出典： 大日本帝国陸軍参謀本部陸地測量部による迅速図（ 1880 頃）、 今昔マッ プ（ その他）  

図１ －13  築地川・ 汐留川周辺の変遷 

1880 頃 1917-1924 

1944-1954 1975-1978 

1992-1995 現在 

開発前 

勝どき 周辺の埋立て 

竹芝周辺埋立て 

鉄道整備 

防潮堤・ 水門の整備 

首都高速道路の建設 

埋立て拡張 

竹芝ふ頭整備 
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（ 沿川周辺のまちづく り 計画等）  

 

（ １ ） 築地市場跡地 

平成 30 年 10 月に豊洲市場の開場に伴い、築地市場があっ た約 23 ヘク タ ールの大規模な敷地が

創出さ れた。 東京都は平成 31 年３ 月に「 築地まちづく り 方針」 を策定し 、 跡地における まちづく

り の将来像や方向性、 進め方等についてと り まと めた。  

こ の方針では、 浜離宮恩賜庭園や銀座、 隅田川等の魅力的な資源を 有する地域のポテンシャ ル

を 生かし ながら まちづく り を 進めていく こ と と し ており 、豊かな水と 緑に囲まれた立地を 生かし 、

時代の最先端であり 続ける環境のモデルと なる 都市の実現を１ つの目標と し ている。  

築地川に関し ては、 水辺沿いを 歩いて楽し むこ と ができ るよう 、 浜離宮恩賜庭園の景観を 生か

し た築地川沿いの歩行者ネッ ト ワーク の形成が求めら れている。 また、 築地市場跡地及びその周

辺は、 2018 年８ 月に策定さ れた東京都景観計画において、 良好な景観形成を 推進する上で、 特に

重点的に取り 組む必要がある景観形成特別地区に指定さ れており 、 水辺の散策路や観光スポッ ト

を 結ぶルート において、 移動し ながら 景色の変化を 楽し むこ と ができ る魅力的で連続性のある景

観形成等が求めら れている。  

 

出典：「 築地まちづく り 方針」 東京都 

図１ －14  築地市場跡地周辺における歩行者ネッ ト ワーク に係る方針図 

日の出エリ ア 
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（ ２ ） 東京高速道路 

日本橋周辺の首都高速道路地下化事業に伴う 新たな都心環状ルート の検討を 踏まえ、 東京高速

道路（ KK 線） の自動車専用の道路と し ての役割が大き く 低下するこ と から 、 都は有識者等から 成

る検討会を設置し 、 令和２ 年 11 月に KK 線上部空間を 歩行者中心の公共的空間と し て再生すると

し た提言書が取り まと めら れた。都は令和３ 年３ 月に再生・ 活用の目標や目指すべき 将来像を「 東

京高速道路（ KK 線） 再生方針」 と し て策定し た。  

 こ の方針では、 KK 線の高架施設等の既存スト ッ ク を いかし 、 東京の新たな価値や魅力を創出

するため、 KK線上部空間を 歩行者中心の公共的空間と し て再生・ 活用するこ と を目指し 、 ３ つ

の将来像を定めている。 ３ つの将来像を実現するための５ つの整備・ 誘導方針と し て、「 みどり

と オープンスペースの形成」 等を 示し ており 、「 周辺エリ アのまと まっ たみどり （ 皇居、 日比谷

公園、 浜離宮恩賜庭園） や緑豊かな通り （ 川端緑道、 行幸通り 、 中通り 等） と 一体と なっ た重層

的なみどり のネッ ト ワーク 整備」 等を 掲げている。  

 

  

また、 中央区においては、 以下の構想が策定さ れている。  

 

〇築地川アメ ニティ 整備構想 

かつての築地川の埋め立てにより 整備さ れた首都高速道路都心環状線は大規模更新が必要と な

っ ているこ と や、周辺のまちづく り 等の中央区を取り 巻く 環境を 踏まえ、首都高速（ 築地川区間）

の上部空間を 活用し 、 快適で良好な新たな都市空間の創出を 目指すため、 中央区は令和元年９ 月

に「 築地川アメ ニティ 整備構想」 を 取り まと めた。  

こ の構想では、 新たなアメ ニティ 空間の整備に当たっ て、 浜離宮恩賜庭園等周辺の緑と つなが

る水と 緑のネッ ト ワーク の形成等、 緑の量的拡大と 質的向上を 図るほか、 銀座と 築地のまちを 一

体的につなぎ新たな人の流れを生み出す回遊動線等の役割を担う こ と と し ている。  

 

〇銀座・ 築地周辺みどり のプロムナード 構想 

銀座・ 築地周辺を 結ぶみどり のプロ ムナード の創出を 図ると と も に、 築地市場跡地の再開発、

浜離宮恩賜庭園、 隅田川に続く 広域的な歩行者中心の水と みどり のネッ ト ワーク の形成を 目指す

ため、 中央区は令和３ 年７ 月に「 銀座・ 築地周辺みどり のプロムナード 構想」 を 策定し た。 こ の

構想の中では、 築地川は水辺のプロムナード と し て位置付けら れている。  
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出典：「 銀座・ 築地周辺みどり のプロムナード 構想」 中央区 

図１ －15  中央区内で進めら れている都市基盤の動向 
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（ その他）  

 

（ １ ） 浜離宮恩賜庭園 

築地川及び汐留川は、昭和 27 年に文化財保護法に基づき国の特別名勝及び特別史跡に重複指定

さ れた浜離宮恩賜庭園を 取り 囲むよう に位置し ている。 全国に重複指定さ れている 庭園（ ６ か所

1)） のう ちのひと つであり 、 海水を引き 入れた潮入の池と 、 ふたつの鴨場をも つ、 江戸時代を 代表

する大名庭園である。  

浜離宮恩賜庭園は、 ４ 代将軍家綱の弟の松平綱重が海を埋め立てて( 1654～1704 年頃) 、 別邸を

建てた後、 11 代将軍家斉の時代( 1787～1837 年) にほぼ現在の姿の庭園が完成し た。 なお、 別邸は

綱重の子、 家宣が６ 代将軍になっ たのを契機に、 将軍家のも のになっ ている。  

明治に入ると 皇室の離宮と なり 、外国貴賓の接待や皇室行事の場と なる等重要な役割を 担っ た。

その後、 関東大震災や戦災によっ て損傷し たが、 昭和 20 年に東京都に下賜さ れ、 応急的な整備を

行い、 昭和 21 年から 都立の庭園と し て一般公開さ れるよう になっ た。  

現在は主に、 庭園鑑賞や散策、 ウメ やサク ラ と いっ た季節の草花、 自然と のふれあいのほか、

集会施設の利用、 放鷹術の実演等時節の催事の鑑賞等と し て利用さ れている。  

また、 浜離宮恩賜庭園の外周植栽は、 周辺の高層ビルの圧迫感、 高速道路や幹線道路の騒音を

緩和し 、 庭園内に静寂を も たら す緩衝帯と し ての機能を 果たすほか、 築地川及び汐留川沿いの良

好な景観を 形成し ており 、 河川と 合わせて都市における貴重な空間と なっ ている。 また、 庭園の

内堀は築地川と 繋がっ ており 、 園内で最も 大き な潮の干満差を 見る こ と ができ る。  

浜離宮恩賜庭園はこ う し た長い歴史、 季節や時間による景観の変化、 日本の伝統文化を 体感で

き る行事等も 実施さ れており 、 利用者数は年々増加傾向にある。  

なお、 浜離宮恩賜庭園の文化財指定範囲は、 庭園部分に加え、 護岸から 海面 50 間、 河川 10 間

（ 約 18m） の水面に及んでおり 、 約 32 万 m2 が指定さ れている。  

 

   

        浜離宮恩賜庭園の植栽             内堀( 築地川の水位と 連動する堀)  

出典：「 東京都における文化財庭園の活用保存計画（ 旧浜離宮庭園）」 東京都建設局公園緑地部（ 写真左）  

写真１ －２  浜離宮恩賜庭園 

 

  

                                                        
1)残り の５ か所は、 小石川後楽園、 平城京左京三条二坊宮跡庭園、 慈照寺(銀閣寺)庭園、 醍醐寺三宝院庭園、 鹿

苑寺(金閣寺)庭園である (文化庁、 国指定文化財等データ ベースによる )。  
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（ ２ ） 築地市場 

築地川を 挟んで浜離宮恩賜庭園の対岸には、 東京都民の食を 支える 築地市場があっ た。 築地市

場は、 関東大震災によっ て焼失し た日本橋魚市場及び京橋青物市場が昭和 10 年に移転・ 開場し 、

東京都中央卸売市場の中で、最も 古い歴史を 持つ市場で、古く から 魚河岸の名で親し まれていた。  

築地市場は、 水産物・ 青果物等を 取り 扱う 総合市場であり 、 特に水産物については、 世界最大

級を 誇る 取扱量と なっ た。 また、 観光地と し ての側面も 有し ており 、 長い歴史の中で育まれ、 構

築さ れてき た築地ブラ ンド が国内のみなら ず海外から も 人気の高い市場である 。  

築地市場は老朽化等により 平成 30 年 10 月に営業終了、 豊洲市場が開場し たが、 現在も 築地場

外市場は、 食料品のみなら ず包丁や食器等、 食に関するあら ゆる品が取り 扱われており 、 世界に

も 類のない総合市場と し て人気が高く 、 重要な役割を 担っ ている。  

 

   
写真１ －３  移転前の築地市場 

 

（ ３ ） 築地川・ 汐留川周辺の文化財 

築地川及び汐留川の沿川には、 文化財が多く 分布し ている。 国指定の文化財には、 浜離宮恩賜

庭園、 勝鬨橋、 旧新橋停車場、 旧芝離宮庭園があり 、 都指定の文化財には、 築地市場跡地に浴
よ く

恩
おん

園
えん

跡がある。 また、 築地本願寺にある 間
はざま

新六
し ん ろ く

の供養塔や酒井
さ か い

抱一
ほ う い ち

と 土生
は ぶ

玄碩
げんせき

の墓地が指定さ れて

いる。  

 

表１ －２  築地川・ 汐留川周辺の文化財 

種別 名称 種類 

国指定 

浜離宮恩賜庭園 特別名勝、 特別史跡 

勝鬨橋 重要文化財（ 建造物）  

旧新橋停車場跡 史跡 

旧芝離宮庭園 名勝 

都指定 

浴恩園跡 旧跡 

間新六 供養塔 旧跡 

酒井抱一 墓地 旧跡 

土生玄碩 墓地 旧跡 
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第２ 章 河川整備の現状と 課題 
 

第１ 節 高潮、 地震等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 
 

（ 水害）  

築地川及び汐留川の周辺は、 地盤が低く 、 高潮に被災し やすい地形と なっ ている 。 こ のため、

既往最大の高潮（ A. P. +4. 21ｍ） を 記録し た大正６ 年の台風をはじ めと し て、 多く の水害に見舞わ

れてき た。  

し かし 、 近年においては、 防潮堤や水門の整備によっ て、 高潮に対する治水安全度が大き く 向

上し 、 平成 13 年の台風 15 号では、 昭和 24 年のキティ 台風に匹敵する高潮を 記録し たが、 高潮に

よる水害は発生し ていない。  

表２ －１  近年の高潮 

高潮の要因 最高潮位 測定地点 

昭和 54 年台風 20 号 A. P. +3. 55m 亀島川水門 

平成 13 年台風 15 号 A. P. +3. 15m 亀島川水門 

〔 参考〕 昭和 24 年キティ 台風 A. P. +3. 15m 中央区明石町 

出典：「 水害記録｣東京都建設局河川部 

 

また、 １ 時間あたり 50mm規模を超える 集中豪雨が増加傾向にあり 、 築地川及び汐留川では、 内

水等による浸水被害に見舞われてき た。 中でも 、平成 12 年７ 月の集中豪雨では、浸水面積 0. 95ha

の被害を 受けている。 し かし 、 現在は下水道の切り 替えが行われ、 築地川及び汐留川への流出は

なく なっ ている。  

表２ －２  築地川及び汐留川の主要浸水実績（ 参考）  

災害種類 年月日 
浸水面積 

( ha)  

浸水家屋数 

（ 棟）  

時間最大雨量 

( mm/hr )  

日雨量 

( mm/day)  
原因 

台風 11 号 H5. 08. 27 0. 36 ２  57 207 － 

集中豪雨 H12. 07. 04 0. 95 ８  84 88 内水 

出典： ｢水害記録｣東京都建設局河川部 

 

（ 治水事業）  

築地川及び汐留川では、 高潮事業と し て昭和 44 年度に築地川水門及び汐留川水門、 昭和 45 年

度に浜離宮排水機場の整備を 完了さ せたこ と で、 昭和 34 年の伊勢湾台風と 同規模の台風が、 東京

湾及び主要河川に対し て最大の被害を も たら すコ ースを 進んだと き に発生する高潮（ A. P. +5. 1m）

に対し て安全なも のと なっ ている。  

また、 東京都では、 平成７ 年１ 月の阪神・ 淡路大震災を 契機に耐震対策を実施し てき た。 平成

23 年３ 月の東日本大震災を 受け、 平成 24 年 12 月に東部低地帯の河川施設整備計画を策定し 、 令

和３ 年 12 月に第二期計画を 策定し た。 築地川では、 第二期計画に基づき 、 護岸の耐震対策を 実施

し ていく 必要がある。  

 

  



 16

（ 下水道整備状況）  

築地川及び汐留川は、 平成の時代まで四ツ谷や溜池、 丸の内、 銀座等の流域を 持っ ており 、 自

然流下や汐留ポン プ所を 通し て、 下水道から 築地川及び汐留川へ放流さ れていた。  

し かし 、 環状２ 号線の整備に伴い、 汐留ポンプ所等が支障になるこ と から 、 隅田川の対岸に新

たに勝どき ポンプ所を 建設し 、 汐留ポンプ所に流入し ていた雨水等を 勝どき ポンプ所と 汐留第二

ポンプ所で排水するこ と と し た。 こ の結果、 雨水の放流先は築地川及び汐留川から 隅田川に変更

になり 、 平成 26 年に汐留ポンプ所、 平成 28 年に吐口を 閉塞し 、 下水道から 築地川及び汐留川へ

の流出がなく なっ た。  
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第２ 節 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項 
 

（ 水利権・ 漁業権）  

現在、 築地川及び汐留川では、 水利権・ 漁業権は設定さ れていない。  

 

（ 水面等の利用）  

水面利用と し ては、 築地川河口部に船の発着所がある。 また、 汐留川下流にも 船の発着所があ

り 、 浅草や両国、 豊洲等を 結ぶ定期航路船が就航し ている。  

また、かつて築地川ではマリ ーナ営業を 行っ ていた事業者団体により 船舶が常時 70 隻以上係留

さ れている等、 不法係留船が課題と なっ ていた。 こ の対策の一環と し て、 平成 20 年 12 月に「 東

京都船舶の係留保管の適正化に関する 条例」 による 重点化適正化区域に指定し 、 指導・ 警告を 強

化し た。 こ れに加え、 平成 25 年６ 月に行政代執行等の強制措置による適正化を 実施し 、 現在、 不

法係留船は解消さ れている。  

 

 

    

写真２ －１  船着場（ 左： 汐留川、 右： 築地川）  
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第３ 節 河川環境の整備と 保全に関する事項 
 

（ 水量）  

築地川及び汐留川は全川が感潮域であり 、 平常時の水位は潮の干満によっ て左右さ れている。

また、 流域・ 水源を持たないため、 水の流入はない。  

 

（ 水質）  

築地川は大手門橋において定期的に水質測定がなさ れている。 なお、 築地川は水質について環

境基準による類型指定は行われていないが、 河口と 合流する東京湾の環境基準 C 類型と し 、 築地

川・ 汐留川の流入する水量はほと んどないため、 海域の水質汚濁状況と 比較し て整理する。  

BOD は昭和 59 年を ピーク と し て、 下水道整備と と も に低下傾向にあり 、 平成 19 年頃から 概ね

２ mg/ℓ と なっ ている。  

DOについては、 観測開始から 現在まで上昇傾向にあり 、 近年は海域と 同程度と なっ ている。  

COD については、 昭和 59 年を ピーク に低下傾向にあるが、 平成 26 年頃から 海域の値と 同程度

になっ ている。 環状２ 号線の整備に伴い、 下水道から 築地川及び汐留川への流出がなく なっ たこ

と から 、 海域と 同程度の水質まで改善し たと 考えら れる。  

なお、 築地川及び汐留川は水の流入がないため、 河川水面にごみが浮遊し 、 集まり やすい状況

と なっ ている。  

 

 

 
出典： 大手門橋「 環境測定データ 集」 中央区 

                              東京湾「 水環境総合情報サイ ト 」 環境省 

図２ －１  水質の経年変化 
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（ 生物）  

築地川及び汐留川の河道は、 潮汐による水の移動があるのみで、 閉鎖的な水域と なっ ている。

周辺は浜離宮恩賜庭園にまと まっ た植林があり 、 多種の鳥類や魚類を 観察でき る。 今後、 築地川

及び汐留川は、 現在の生態系を維持し ていく こ と が求めら れる。  

 

〔 植物〕  

築地川・ 汐留川周辺では、 浜離宮恩賜庭園のほかは、 まと まっ た植生は見ら れない。  

浜離宮恩賜庭園の外周植栽は、 江戸期には、 汐留川と 築地川に面し た護岸沿いにク ロマツが植

栽さ れていた。 時代と と も にマツが減少し 、 自然遷移により スダジイ やタ ブノ キ等の常緑樹で形

成さ れた重厚な樹林と なっ ている。  

平成６ ( 1994) 年度の生態調査では、 88 種約 6, 200 本の高木があり 、 そのう ち約２ 割がタ ブノ

キ、 次いで約１ 割がク ロマツであっ た。 幹回り 150 ㎝以上の大径木は全体の約１ 割で、 そのう ち

４ 割がタ ブノ キである。 タ ブノ キを 中心と する樹林は、 江戸期の地盤に成立し たも のであり 、 都

内における数少ない海岸の潜在自然植生の一つである。 こ のほか、 マツやウメ 、 サト ザク ラ 、 ハ

ゼノ キ等様々な植生を 見るこ と ができ る。 また、 低木は約 28, 500m2、 芝生は約 38, 900m2 が植栽さ

れている。  

 

   

写真２ －２  浜離宮恩賜庭園の植生 

 

〔 魚類等〕  

中央区による平成 25 年７ 月 22 日から 24 日及び平成 30 年６ 月 28 日から 30 日の水生生物調査

では、 魚類については、 汽水域を 好むボラ 、 アベハゼ、 スズキ、 マハゼ、 チチブが確認さ れてい

る。 エビ 、 カ ニ類では、 ユビナガスジエビ、 チチュ ウカ イ ミ ド リ ガニ、 タ カ ノ ケフ サイ ソ ガニが

確認さ れている。 こ のう ち、 チチュ ウカ イ ミ ド リ ガニは外来種である 。 底生生物では、 コ ウロエ

ンカ ワヒ バリ ガイ やハナオカ カ ギゴカ イ 等が確認さ れている。  

なお、 アベハゼと チチブは、 東京都版レ ッ ド データ ブッ ク に登録さ れている種で準絶滅危惧種

( NT) 、 現時点での絶滅危険度は小さ いが、 生息条件の変化 によっ ては「 絶滅危惧」 と し て上位ラ

ンク に移行する要素を 有するも のである。  
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写真２ －３  アベハゼ 

 

〔 鳥類等〕  

中央区環境協会による平成 26 年 12 月 13 日に浜離宮恩賜庭園で実施さ れた野鳥観察会では、ト

ビ、 ハク セキレ イ 、 ヒ ヨ ド リ 、 メ ジロ 、 オオバン、 コ サギ、 カ ワウ、 ホシハジロ、 キンク ロハジ

ロ、 ハシビロガモ、 マガモ、 オナガガモ、 コ ガモ等が確認さ れている。  

 

（ 河川の親水性）  

浜離宮恩賜庭園が位置する築地川右岸及び汐留川左岸は植生が連続し ているほか、 石積みによ

る護岸が整備さ れており 、 落ち着き のある良好な景観と なっ ている 。  

し かし 、 現在、 築地川には桟橋が設置さ れているほか、 汐留川下流部は汐留第二ポンプ所が位

置し ており 、 水面に近づける場所がないため、 親水性の低い空間と なっ ている。 また、 海岸通り

に挟まれた区間は、 高架橋の高速道路があり 、 圧迫感のある空間と なっ ている。 橋梁では、 築地

川にめがね橋の形状を し た大手門橋が架かっ ており 、 歴史的な雰囲気を 残し ている。  

      
              築地川（ 大手門橋付近）                  築地川（ 大手門橋下流）  

     

汐留川（ 海岸通り 沿い）          汐留川（ 汐留第二ポンプ所付近）  

  写真２ －４  築地川・ 汐留川の河川空間 
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第３ 章 河川整備計画の目標に関する 事項 

 

（ 将来像）  

東京の河川整備は、 様々な都市機能が集中する首都“ 東京” を 支える基盤と し て、 高潮等の災

害から 都民の生命や財産等を 守る大き な役割を 担っ ている。 築地川及び汐留川は、 流量配分を も

たないため、 治水対策と し ては、 昭和 34 年の伊勢湾台風と 同規模の台風が東京湾及び主要河川に

対し て最大の被害を も たら すコ ースを 進んだと き に発生する高潮に対し て安全であるこ と と する。 

また、 築地川及び汐留川がそれぞれの地域に活き ているこ と を 踏まえ、 その地域の個性を 活か

し たも のと する必要がある。 こ のため、 地域の人々と の協力を 通し て、「 地域に活き た親し める川

の復活」 を進め、 望まし い川の姿を 実現し ていく 。  

 

（ 計画の基本理念）  

築地川及び汐留川は、 壮大な景観を 持つ浜離宮恩賜庭園と 隅田川の雄大な流れに接し ており 、

地域の魅力を 高める貴重な自然空間と なっ ている。 また、 今後、 築地市場跡地の開発等周辺のま

ちづく り が進み、 人々が集う 交流拠点と なっ ていく こ と 等を 踏まえ、 水辺に親し める空間の創出

が重要である。  

そこ で、 築地川及び汐留川の河川整備については、「 まちと と も に生き る水辺を めざし て」 を河

川整備計画の基本理念と し て定め、 地域づく り と 密接に関わり 合っ た河川整備を 、 地元自治体や

地域住民、 NPO等と の連携・ 協働をも と に推進する。  

 

 

第１ 節 計画対象区間及び計画対象期間 
 

（ 計画対象区間）  

本河川整備計画の対象と する区間は、 法定河川全川と する。  
 

表３ －１  計画対象一覧 

河川名 全延長 対象区間 上流端 下流端 

築地川 0. 75km 0. 75km 左岸： 中央区銀座八丁目地先 左岸： 東京湾 

汐留川 0. 90km 0. 90km 右岸： 港区汐留無地番地 右岸： 東京湾 

 

（ 計画対象期間）  

本計画の対象と する期間は、 概ね 30 年間と する。  

なお、 本整備計画については、 沿川の社会的状況や水質等の自然状況等の変化、 新たな知見、

技術革新等により 、 計画期間内であっ ても 必要に応じ て改定し ていく も のと する。  
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第２ 節 高潮、 地震等による災害発生と 防止又は軽減に関する事項 
 

（ 高潮対策）  

高潮による災害の発生の防止及び軽減に関し ては、昭和 34 年の伊勢湾台風と 同規模の台風が東

京湾及び 主要河川に 対し て 最大の被害を も た ら す コ ー ス を 進ん だ と き に 発生 す る 高潮

( A. P. +5. 1m) を目標にし ている。 現状で、 高潮対策施設は完成し ており 、 現状の施設の機能を 維持

する。  

 

（ 地震対策）  

将来にわたっ て考えら れる最大級の強さ を も つ地震に対し て、 護岸の機能を 保持し 、 水害によ

る安全性を確保するため、 耐震対策事業により 、 護岸の耐震性を確保し ていく 。  

 

第３ 節 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項 
 

不法係留船が解消さ れた築地川では、今後も 巡視等を 行う こ と で、不法係留の再発防止を 図り 、

河川の適正な利用に努める。  

 

第４ 節 河川環境の整備と 保全に関する事項 
 

人々の憩いの空間と し て河川に親し むこ と ができ る水辺づく り を 行う ために、 人々が散策でき

る遊歩道等を 整備し 親水機能を高めていく と と も に、 浜離宮恩賜庭園の外周植栽や石垣等の持つ

景観を 生かし ながら 、 河川管理用通路や護岸等を整備する。  

また、 引続き 水質等のデータ の蓄積に努め、 水辺の生き 物にと っ て貴重な生息・ 生育・ 繁殖環

境の保全に努める 。  

河川環境の整備と 保全のための施策の展開に当たっ ては、 地域住民、 NPO、 関係自治体、 関係

機関と 連携し ていく 。  
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第４ 章 河川整備の実施に関する事項 
 

第１ 節 河川工事の目的、 種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施

行により 設置さ れる河川管理施設の機能の概要 
 

（ 河川工事の目的、 種類及び施行の場所）  

 

（ １ ） 地震等によ る災害の発生の防止又は軽減に関する事項 

築地川の護岸については、 将来にわたっ て考えら れる最大級の強さ を も つ地震に対し て護岸

の機能を 保持し 、 水害に対する安全性を確保するために、 耐震対策を実施する。 汐留川の護岸

については、 比較的堤内地の地盤高が高いため、 他事業若し く は東部低地帯の河川施設整備計

画（ 第三期） 以降の計画に基づき 、 耐震対策を 実施する予定である。  

整備済みの河川施設は、 整備計画期間（ 概ね 30 年） において、 老朽化等による 機能低下が懸

念さ れるため、 施設の改良を 行う と と も に、 護岸等の質的整備を実施する等、 必要に応じ て適

切な措置を講じ る。  

 

表４ －１  地震等による災害の防止に係る河川工事の施行場所、 設置さ れる河川施設等の機能等 

工事の種類 設置さ れる河川管理施設 河川名 施行場所 

耐震対策 耐震護岸※ 築地川 左岸（ 全川）  

※既設護岸の耐震対策を実施予定 

 
 

 

図４ －１  築地川の標準断面図 

 
 
 

  

  



 24

（ ２ ） 河川環境の整備と 保全に関する事項 

築地川については、 築地市場跡地のまちづく り や背後地の利用状況等を 踏まえて、 河川の管

理や遊歩道と し ても 利用でき る通路を 確保すると と も に、 水辺へ近づけるよう にする等、 親水

性かつ景観に配慮し た整備内容を 検討し ていく 。  

河川の管理や遊歩道と し ても 利用でき る通路の確保に当たっ ては、 築地市場跡地のまちづく

り 等と も 連携し ながら 、 隅田川等への歩行者アク セスに配慮すると と も に、 浜離宮恩賜庭園の

石垣等の良好な景観や周辺のまち づく り 等と の一体性・ 連続性を確保し つつ、 河川の緑化整備

に努める。  

また、 両河川で、 河川管理上や治水安全性と の整合を 図り ながら 、 関係機関と 連携し て、 可

能な範囲で生物の生息・ 生育・ 繁殖環境の保全に努める。  

 

表４ －２  環境整備に係る河川工事の種類及び施行の場所 

工事の種類 河川名 施行場所 内容 

親水空間の整備※ 築地川 左岸（ 全川）  
河川の管理や遊歩道と し ても 利用でき る 通路

の確保や水辺へ近づけるよう な整備 

河川の緑化整備※ 築地川 左岸（ 全川）  
河川の管理や遊歩道と し ても 利用でき る 通路

への植栽 

動植物に配慮し

た環境の保全 

築地川 全川 
動植物の生息・ 生育・ 繁殖環境の保全 

汐留川 全川 

※具体的な整備内容については、 まちづく り や背後地の利用状況等を踏まえて検討 

 

    

築地川                  汐留川 

図４ －２  整備後イ メ ージ 
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図４ －３  整備箇所図 
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第２ 節 河川維持の目的、 種類及び施行の場所 
 

河川の維持のう ち、 高潮、 地震等による災害の防止又は軽減に当たっ ては、 関連する情報を

的確に収集するほか、 河道、 護岸及びその他の河川管理施設等を良好な状態に保ち、 その本来

の機能が発揮さ れるよ う 、 異常の早期発見に努め、 適切な維持管理を 行う 。 また、 災害に対し

て迅速かつ的確に対処する。  

河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持並びに河川環境の保全に当たっ ては、 現況の

流水機能、 河川の秩序ある利用形態を 維持すると と も に、 地域特性に応じ て親水機能や生態系

保持機能の維持、 保全に努める。  

築地川及び汐留川は、 全川にわたり 河川区域と 港湾区域が重複する 共管区域になっ ており 、

港湾管理者である東京都港湾局と の事務分担により 、 浚渫は港湾局が実施するこ と と なっ てい

る 。  

なお、「 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例」 に基づき 、 地元区と 役割分担

を し 、 河川の維持修繕及び維持管理等を行っ ていく 。  

 

（ 高潮、 地震等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項）  

 

（ １ ） 護岸等の河川管理施設について、 高潮・ 地震等に対する所要の機能が発揮さ れるよ う 、

巡視、 点検等により 状況を 把握すると と も に、 補修・ 更新等、 必要な対策を 行う 。  

 

表４ －３  主な河川管理施設 

主な河川管理施設等 施行の場所 

護岸等※ 全川（ 築地川： 延長 0. 75km、 汐留川： 延長 0. 90 km）  

           ※但し 、 浜離宮恩賜庭園側については公園管理者、 汐留第二ポンプ所部分については東京都下水道局が実施 

（ ２ ） 河道内に堆積し た土砂については、 適正に浚渫を行う 。  

（ ３ ） 河川敷内の草木については、 河道を保全し 、 適正に管理する。 除草の時期や方法につい

ては、 生態系にも 配慮し て決定する。  

（ ４ ） 高潮時の的確な水防、 警戒避難及び復旧に資するため、 水防災総合情報システムや各観

測施設により 、 気象情報や雨量、 水位、 潮位等のリ アルタ イ ム情報を収集する。  

（ ５ ） 水防訓練の実施等、 水防管理者と の連携による高潮対策を行う 。  

（ ６ ） 地震等の発生により 護岸等の河川管理施設が被災し た場合には、 迅速かつ的確に復旧対

策を 行う 。  
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（ 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持、 並びに河川環境の保全に関

する事項）  
 

（ １ ） 関係機関と 連携し て水質や底質調査を 定期的に実施し 、水質の現状を把握すると と も に、

環境基準を 超える 有害物質等が検出さ れた場合には、 対策を 検討の上、 早期に適切な処

理を 実施する。  

（ ２ ） 動植物等に配慮し た良好な河川環境の維持管理を 図る ために、 地元区や地域住民、 NPO

等と 連携し 、 河川清掃や景観等を 踏まえた適切な植栽管理等を 実施するほか、 動植物等

のモニタ リ ング調査を 実施し 、 その結果を 施策に反映さ せる。  

（ ３ ） 河川管理施設について、 その機能が確保さ れるよう 、 関係機関、 市民団体と 連携し 、 適

正に維持管理を行う 。  

（ ４ ） 秩序ある水面利用に支障と なる放置船舶等について、関係機関と 連携し て適正化を図る。 
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第５ 章 河川情報の提供、 地域や関係機関と の連携に関する 事項 

第１ 節 河川情報の提供に関する事項 
 

高潮等による被害を最小限にと どめるため、「 高潮浸水想定区域図」 による情報提供や区によ

る ハザード マッ プ等の作成支援を 行う と と も に、 イ ンタ ーネッ ト や携帯電話による雨量・ 水位

情報の提供・ 充実、 区による警戒避難体制の充実、 防災教育等、 関係機関と 連携し てソ フ ト 対

策を 推進する 。  

また、 多様化する流域住民の高いニーズに応えるため、 治水のみなら ず河川に関する様々な

情報について、 イ ンタ ーネッ ト や各種印刷物で提供するほか、 河川愛護月間の取組等の広報活

動を 推進する こ と で、 河川の整備及び河川愛護に広く 理解が得ら れるよう 努める。  

 

 

図５ －１  築地川・ 汐留川周辺の高潮浸水想定区域図( 平成 30 年３ 月)  
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第２ 節 地域や関係機関と の連携に関する事項 
 

（ 情報、 意見の交換）  

河川の整備・ 維持管理について、 地元自治体や地域住民等と の情報や意見の交換を 行い、 河

川管理上支障のない範囲で地域の意向反映に努めると と も に、 河川に対する住民と 行政と の共

通認識を 醸成し 、 良好なパート ナーシッ プの形成に努める。  

 

（ 河川愛護活動）  

河川清掃等、 日常的な管理については、 関係機関と 連携し て意欲的に活動する市民団体等の

支援等、 住民参加を推進し ていく 。  

 

（ 総合的な学習）  

身近な自然体験の場である河川を 環境学習に活用する ため、 地域や関係機関による活動を 支

援する。  

 

（ 広域防災機能）  

地震発生後の防災用水と し て、 関係機関と 連携し 、 河川水の有効利用に努め、 地域の防災機

能の強化を支援する。  

 

（ 水質事故への対応）  

水質事故について、 地元自治体や関係機関と 連携し て、 事故状況の把握や被害の拡大防止、

円滑な原状回復のために必要な措置を 講じ る。  

 


